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※1
FD
とは
Faculty
Development（ファカルティ・ディベロプメント）の略で、「授業内容・方法を改善し、向上させる
　　ための組織的な取組」のことです。
※2
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とは
Staff
Development（スタッフ・ディベロップメント）の略で、「事務職員や技術職員など職員を対象とした
　　管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取組」のことです。

※1
FD
とは
Faculty
Development（ファカルティ・ディベロプメント）の略で、「授業内容・方法を改善し、向上させる
　　ための組織的な取組」のことです。
※2
SD
とは
Staff
Development（スタッフ・ディベロップメント）の略で、「事務職員や技術職員など職員を対象とした
　　管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取組」のことです。

日時

会場

知的財産セミナー【著作権コース】知的財産セミナー【著作権コース】

申込〆切：1/21（水）

金

オンラインによる参加　(参加お申し込み後、URLをご案内）

1⽉

～
オンライン開催
～

山口大学
大学研究推進機構
知的財産センター主催

【お問い合わせ先】
山口大学
大学研究推進機構
知的財産センター
〒755-8611　山口県宇部市常盤台2-16-1
TEL：0836-85-9942

講演

職場や家庭で著作権はどうなっているかわからなかったことはありませんか。本セミナーで
は、大学の学生及び教職員を対象として、教育上、研究上の著作権問題についてお話ししま
す。もちろん企業や個人の方も歓迎です。みんなで著作権について考えましょう。

下記URL、右記QRコードよりお申込みください。

https://forms.gle/8JUiKUSbUTRiCPTL8
＊ご入力いただいた個人情報につきましては、今回のイベントと今後機関からのご案内以外の目的で利用することはありません。

参加無料

講師
山口大学知的財産センター特命教授、金城学院大学生活環境学部教授

⼩川  明子 氏

講師略歴
等

早稲田大学法学学術院研究助手、山口大学大学研究推進機構知的財産センター特命准教授、
山口大学国際総合科学部教授・山口大学大学研究推進機構知的財産センターセンター長等を歴任。
主要業績として「欧州における追及権制度の可能性と限界－欧州司法裁判所判決からの示唆－」
比較法学49巻2号（2015年）　、『文化のための追及権－日本人の知らない著作権』（集英社、2011年）等。
博士（法学）（早稲田大学）
〈その他の関連著書〉
『たのしい著作権法2019』山口TLO
2019年たのしい著作権法2019別冊
『たのしい著作権法2021（2020年改正版）』山口TLO
2021年
『たのしい著作権法2022（2022年権利版）』山口TLO
2022年（絶賛発売中）

E-mail：ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp
website：http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/

⼤学における著作権と研究倫理
ー著作物の正しい利⽤方法
ー研究倫理

山口大学は、文科省認定の知的財産教育研究共同利用拠点として、知財教育に関するFD
・SD を広く実施しております。本セミナーはこれらの活動の一環で、知的財産セミナー
として基礎・標準化・著作権・応用に分け４回/年実施してきたものの一つです。講師は
山口大学知的財産センター特命教授、金城学院大学生活環境学部教授 の 小川 明子 教授
となります。本セミナーは、初学者向けの内容で、学部学生、教職員等を主たる対象と想
定していますが、大学以外の学校、企業、官公庁、個人どなたでもご参加いただけます。

。

https://forms.gle/8JUiKUSbUTRiCPTL8

